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（一社）兵庫県民間病院協会監事
（医）協和会　第二協立病院

理事長　北川　透

業務改善の必要性

消費者物価指数は総務省によりますと、2023年１年間の平均で前年より3.1％上昇し、第
二次オイルショックの影響があった1982年以来41年ぶりの水準とのことです。厚生労働省
による2023年の「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」によると賃上げ率は3.60％で
1994年以来29年ぶりの3％台ということです。さらに今年の春闘の状況は、「連合」の３月
15日の集計では月額16,469円、率にして5.28％と1991年以来、33年ぶりに5％を超えている
と世の中の景気のいいニュースが流れています。こうした話は大企業だけという話もある中
で、厚生労働省は中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援するために昨年、業務改善助
成金を設け、生産性向上に関する設備投資と最低賃金の引き上げを実施した場合に、設備投
資にかかった費用の一部を助成しています。一方、医療・介護の分野では、2024年の同時
改定により診療報酬は＋0.88％、そのうち看護職員や病院薬剤師などの処遇改善は0.61％で
あり、介護報酬は＋1.59％そのうち介護職員の処遇改善分は0.98％という状況です。民間病
院は、こうした状況の中で、診療報酬だけに期待することはできず、さらなる業務改善を図っ
てかなければ職員確保もさらに難しい状況に陥ることは容易に想像されます。

業務を改善して業務効率を上げていくことは、もちろん普段から常に行わなければいけない
重要な課題であり、必ずしもすぐに結果が出るわけではありませんが、同じ仕事をより少ない
人数で行う努力も必要かと思います。機械導入、IT活用、医療DXの推進は重要な課題かと思
いますし、補助職の活用や近年では、看護師においても診療看護師や特定行為研修制度があり、
救急救命士も救急車だけではなく救急外来においても活躍できるようになっており、臨床検査
技師、臨床工学技士、放射線技師等も業務範囲が拡大しており、これらをしっかりと活用して
いくことが求められています。さらに、空き病床をさらに少しでも減らすための工夫、業務改
善も当然、非常に重要であると考えています。医療政策に沿った診療報酬改定において、様々
な新たな加算を取得できるような診療体制に常に改めていくことは重要ですが、そのための数
字、指標をクリアすることを目標に患者を選択するというようなことは稼働の低下に繋がりか
ねません。常に治療の必要な患者を断らずに受け入れながら、かつ様々な指標をクリアする努
力を諦めないという姿勢…… 言葉で言うのは簡単ですが、臨床現場においては非常に厳し
い話で、これに加えて働き方改革の課題もあるわけですが、諦めるわけにはいかず走り続け
るしかないものと覚悟しています。引き続き、ご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願いします。
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随　　筆随　　筆essay

（一社）兵庫県民間病院協会理事
（公社）日本海員掖済会　神戸掖済会病院

院長　藤　久和

医療の未来を築くための工夫

「早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きた
ければみんなで行け」

岸田首相が所信表明演説で使用したアフリカ
の諺だそうですが、アル・ゴア元米副大統領の
ノーベル平和賞授賞式典の演説やブッカー上院
議員が民主党大会で引用するなど、この言葉を
ご存じの方もおられると思います。

私は2020年４月に院長に就任し、それ以来病
院組織の運営にも携わってきました。就任時は
ちょうどコロナが始まった頃でした。感染拡大
でパニックになった社会の中で、病院として機
能するには「病院としてコロナに対応していく」
ことが早く混乱をおちつかせるのに有効な手段
であると考え、コロナ入院受け入れを即断で決
めました。勿論、職員の多くは不安を覚えたこ
とでしょう。事実、病院としてコロナの受け入
れに躊躇し退職した職員もいました。しかし結
果として病院としてはあまり機能を落とさず、
その後も何とか運営を継続できたのだと考えて
おります。

コロナに対応できたのは、感染症対策は中世
の時代から予防策の徹底が重要であり、自分た
ちの身を守るのは新薬でもなく新しい技術でも
なく、自分たち自身が予防策を徹底することで
何とか乗り越えることが出来るとの覚悟が、私
自身にあったからだと考えています。

しかし、いま私たちの周りで巻き起こってい
る医療の問題は、「一人では進めない状況」に
追い込まれています。この度の診療報酬改定の

内容では、医療従事者の賃上げ政策は個々の病
院として何とか対応が可能かもしれませんが、
地域医療構想や働き方改革に関しては個々の
病院の努力や工夫だけでは到底乗り越えること
が出来ない問題として私たちに降りかかってい
ます。

これまで医療費の削減をしつつも質の担保を
と進めてきた政策で医療の現場はすでにかなり
傷んでおり、また個々の病院でその傷み方も異
なります。すでに早く行ってもたどり着けず、
みんなと一緒でなければ目的地の近くさえ行く
ことは難しい状況にあるのではないでしょう
か。SDGsの17番目の目標「パートナーシップ
で目標を達成しよう」を実践していかなければ
生き残れない状況と考えます。

会社から独立して起業した友人がいます。彼
は独立当初、『大きな会社勤めとは違い、即断
即決で運営ができ、ものごとを一気に推し進め
ていける楽しさがある』と楽しそうに話してい
ました。

しかし、先日同窓会であった時には、事業が
大きくなり、関わる付き合いや目標がより大き
くなると、自身の年齢が進み、体力的にも限界
を感じ、より運営が難しくなったため、最近は
趣味に走ることが多くなったと漏らしていまし
た。彼にとってこれまでの「早く」なんでも動
かせていたところから「遠く」を意識し、みん
なで動かしていく組織へ移行させていく段階が
その会社の継続を考えるうえで重要なターニン
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グポイントになってきたのだと思います。
この諺の起源とされるアフリカで太古の昔、

人間が野生動物などの脅威にさらされながら、
みんなで知識をしぼり助け合いながら、家族や
集団を維持してきたものと想像しています。強
い個々はそこにとどまれたかもしれませんが、
弱い個々や集団はあえてその場を離れより安
住できるところへ移動していったのでしょう。

私たち日本はアフリカからみて最も最果ての
小さな島国ですが、そこに住む住民はおそらく
最も弱い立場のなか襲い来る苦難に対して、柔
軟に対応し乗り越えてきた集団ではないでしょ
うか。

医療を取り巻く状況は今後もますます厳しく
なります。今一度、「みんなで遠くに行く」方
法を考える時期が来ているように思います。
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随　　筆随　　筆essay

（医）達磨会　東加古川病院

事務長　永田　健

令和５年４月より東加古川病院の事務長を拝
命しました永田健と申します。病院事務長とし
て求められる役割として病院運営、事務部門の
統括、患者様、家族様からのクレーム対応、職
員からの苦情対応、部署間の調整、各種会議、
行政対応、業者対応、その他多岐にわたります
が、自分自身がまだまだ未熟であり、様々な方
に助けてもらいながら日々の業務をなんとか自
転車操業でこなしてきた１年でした。

私は小さなシステム開発会社のプログラマー
経験を経て金融系社内システムエンジニアとして
勤務していましたが、リーマンショックの影響等
で転職することになりました。入職した頃の当院
は電子カルテシステムは当然ありませんでした
し、院内のシステム化もほぼ皆無の状態でした。
当時の情報システム室長を兼務していた内科医
の先生が院内システムをファイルメーカーで開発
するとのことで医療業界は未経験でしたが、事
務員（院内SE）として採用されました。システム
の開発、ハード面の整備、サーバ管理等を業務
担当することになりましたが、私が将来、事務
長になるとは夢にも思っていませんでした。

当時は手作業などで手間のかかる業務のシス
テム化や、業務手順を見直しすることで作業の
効率化と現場の負担軽減を実現するようシステ
ムエンジニアとして業務に従事していました。
Excelでちょっとした計算式を入れた帳票を作
成するだけで作業の効率化が進んだ時代でした
が、現在はパソコンの普及、ユーザスキルの向

上、セキュリティ対策の必要性、業務のシステ
ム化が進んだことにより、以前のように内製で
システム化できる業務が減少しました。

前事務長、諸先輩方にご指導いただきながら
病院事務として医師、看護師、医療職、その他
現場部門が働きやすい環境を第一に徹すること
で患者様に安心・安全な医療を提供することに
繋がることを学び、システムから離れた現在で
も現場の負担軽減や職員が働きやすい環境整備
などが重大なテーマとして常に意識しながら従
事しています。

令和６年度は診療報酬改定となりますが、各
病院の担当者は既に対応準備が完了している頃
でしょうか？ それとも対応に苦慮している状況
でしょうか？ 当院は後者の状況となりそうで
す。今回の診療報酬改定は、物価高騰・賃金上昇、
経営の状況、人材確保の必要性、患者負担・保
険料負担の影響を踏まえた対応ということで十
分ではありませんがプラス改定となり、「医療従
事者の人材確保や賃上げに向けた取組」につい
ては一医療従事者としては大変ありがたい内容
です。通常の改定部分については、医事課担当
者へほぼ丸投げで問題ないですが、賃上げ部分
について新規の「ベースアップ評価」については、
事務長となった私自身が中心となって検討する
必要があり、２年目の事務長として頭が痛い日々
を送りながらも、この原稿が掲載される頃には、
職員の満足（せめて不満続出とならない）な賃
金改定案を完成させたいと考えています。

事務長就任から1年
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随　　筆随　　筆essay

（医）ひまわり会　八家病院

看護部長　石橋　眞壽代

先日、若い職員より、「駐車場の植木の下に
ビンが差し込んであるのは何でしょう」と聞か
れ、一緒に駐車場内東側の植木を確かめに行き
ました。植木の下のビンは何のためかわかりま
せんでしたが、危険なので除去するようお願い
しました。

その植木は、新設される前の病院の、玄関前
にあったもので、植木や庭石がそのままの姿で
残っています。そこから西を向くと以前の病院
がどのように建っていたのか、今も花を咲かせ
る桜の木や、中庭の庭園がどのようにあったの
かなどを、旧病院を知らない職員に説明しなが
ら、懐かしく思い出されました。

建物は、昭和45年に建設されたもので、船の
形をモチーフにしたと聞いており、７階には丸
窓がありました。

私が姫路に来た頃は、初代院長がご健在であ
り、毎朝に診察時間までに各病棟を回診され、
患者さまに声を掛けておられました。私も若
かったので、緊張しながら回診についていたこ
ともありました。

以前の職場と全く違う環境に就職したため、
整形外科の患者さまへの治療や看護の対応に
戸惑い、諸先生方、諸先輩方にご指導いただ
いたことなど30年近く昔のことが思い出され
ました。

今、話をしても知っている職員がほとんどい
ない医療機器や備品があり、また、看護業務で
も手順や手技に人手や時間がかかり大変だった
ことなどが思い起こされます。

今は、医療が進歩し、疾病の解明だけでなく
機械や器具、看護師の知識や業務など、患者さ
まにより良い医療が提供できるように変化して
います。なかなか新しいことへの対応が難しい
年齢になりましたが、看護を初めて学んだ時に
教えられたように「目で見て、手を添え、患者
さまに寄り添った看護」を心がけたいと思いま
す。若いスタッフに年長者の知恵を授け、スタッ
フから新しいことを学び、あと少し看護に携
わっていけたらと思います。

今現在も、当院の理事長は朝一番、診察前に
各病棟を回診され、患者さまに声を掛けておら
れます。

昔も今も
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Ⅰ　日　時　令和６年３月21日㈭
　　　　　　15：00 ～ 16：00

Ⅱ　場　所　兵庫県医師会館６階
　　　　　　第５・６会議室

Ⅲ　出席者　理事総数20名　出席理事15名
　　　　　　監事総数２名　出席監事２名
　　理　事： 西昂（会長）、橋本創（副会長）、

森光樹（副会長）、常岡豊、大村武久、
那須範滿、大江与喜子、藤久和、
𠮷田寛、森村安史、栗原英治、
大 西 尚、 東 靖 人、 井 上 喜 通、
江尻一成

　　監　事：北川透、稲見直邦
　　オブザーバー： 播間利光（事務長会 会長）、
　　　　　　　　 寺岡由佳里（看護部長会 会長）

なお、森光樹、大村武久、那須範滿、藤久和、

𠮷田寛、栗原英治、大西尚、東靖人、井上喜通、
江尻一成、稲見直邦は、Web会議システムによ
り出席した。

Ⅳ　会議の成立
　�　理事15名が出席し、定款第34条に規定する

定足数を満たしており、本理事会が成立した
旨確認された。

Ⅴ　議　長
　 　西昂会長が、定款第33条の規定により議長

となった。

Ⅵ　議事の経過の要領及びその結果
　１　協議事項
　　⑴　�令和６年度以降の３団体の事業方針等

について（共通事項）　
　　　 　稲田事務局長から、下表の説明があり、

全員一致をもって承認した。

理事会議事録（速報）
令和５年度　第 10 回

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

１ 経　緯

兵庫県民間病院協会（民病協）、兵庫県全日本病院協会（兵庫全日）、兵庫
県医療法人協会（兵医法協）はそれぞれ独立した団体であるが、３団体の
体制となって10年以上が経過し、各団体の役割が不明確となっていること
や財政基盤が大きく異なることなどから、３団体から委員を選出して協議
した。

２ 理事会、総会
兵庫全日、兵医法協にはスタッフがおらず、スタッフは民病協の職員のみ
であることから、民病協は直営とし、他団体は民病協に委託する。

３
総会後及び年末
の特別講演会

上記スタッフの問題と予算上の制限もあることから、民病協が主体となり、
実施経費を一部負担することで共同開催とする。
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　　⑵　�令和６年度事業計画（案）及び収支予
算（案）について

　　　 　稲田事務局長より、定款第39条の規定
に基づき、次年度の事業計画（案）と収
支予算（案）の説明があった。次年度か
らの３団体の事業分担に基づき予算を調
製したこと、また、会報発行部数減等の
支出削減策を講じたものの、諸物価高騰
により2,430千円程度の赤字見込みとなる
こと等について報告があり、協議の結果、
原案のとおり全員一致をもって可決した。

　　　【定款　第39条】
　　　 この法人の事業計画書及び収支予算書につい

ては、毎事業年度の開始の日の前日までに、
会長が作成し、理事会の承認を受けなければ
ならない。

　　⑶　覚書の締結について（共通事項）
　　　 　稲田事務局長より、民病協、兵庫全日、

全日兵庫支部の代表は西昂氏であること
から、これらの団体間における委託・受

託等に伴う経費移動（取引）は、従前か
ら利益相反となり、本来であれば、重要
な事実を開示して理事会の承認を得る必
要があったこと、またこれを改善するた
め、来年度から兵医法協も含め、覚書と
して委託・受託等の内容を明確にして、
理事会の承認をいただきたいこと等の説
明があり、協議の結果、原案のとおり全
員一致をもって可決した。

　　　【一般社団法人法　第84条】
　　　（競業及び利益相反取引の制限）
　　　 理事は、次に掲げる場合には、社員総会にお

いて、当該取引につき重要な事実を開示し、
その承認を得なければならない。

　　　　一　（略）
　　　　二　 理事が自己又は第三者のために一般社

団法人と取引をしようとするとき。
　　　　　　※　 理事会設置の一般社団法人は、「社

員総会」を「理事会」に読み替え
　　　　三　（略）

４
全日本病院協会

（全日）に関連
しない研修会

民病協が実施主体となり、兵庫全日、兵医法協は予算の範囲内で、実施経
費を一部負担することで共同開催することとする（議事録掲載も、各団体
の予算の範囲で対応可能な方法で実施）。

５ 全日関係事業
兵庫全日及び全日兵庫支部で全ての経費を負担する。
但し、研究発表会は民病協のみの会員病院の参加もあることから、開催事
務局として民病協事務局職員が出務することで共同開催とする。

６

下部尿路機能障
害の治療とケア
研修、全日本支
部セミナー等

実施団体が経費負担する。
但し、開催の事務については民病協に業務委託することで人員確保を図る。

７
国・県・市への
対応

県・市には、民病協、兵医法協が対応する。
国に対しては、全国支部を兼ねる兵医法協と全日兵庫支部が対応する（民病
協は近病連を活用）。

８ 政治活動 民病協の有志で構成する兵庫県民間病院政治連盟で実施する。
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　　⑷　�令和６年度定時総会及び特別講演会に
ついて（共通事項）

　　　 　稲田事務局長より、日時や場所、役員
の当日の役割分担等について説明があ
り、協議の結果、原案のとおり可決した。

　　　日時：令和６年６月20日㈭
　　　　　　14：30 ～ 20：00
　　　場所：ラ　スイート神戸
　　　　　　オーシャンズガーデン
　　　※特別講演会
　　　　＜講　師＞　
　　　　　 医療法人池慶会池端病院　理事長　

池端　幸彦氏
　　　　＜テーマ（仮題）＞
　　　　　「 社会保険３報酬同時改定が及ぼす

民間病院への影響と民間病院が進
むべき方向」

　２　報告事項　
　　⑴　�令和５年度事業報告及び収支決算見込

みについて
　　　 　稲田事務局長より、50周年記念事業が

滞りなく行われたこと、また当初予算で

は、3,075千円の赤字見込みであったが、
諸物価高騰の一方事業費の節約等もあ
り、決算見込みで3,021千円程度の赤字
となる見込みの旨、報告があった。

３　その他
　⑴　兵庫県医師会理事候補者について
　　 　西会長より、引き続き大江与喜子理事に

兵庫県医師会理事に就任していただきたい
との要請があり、受諾された（現在１期目）。

　⑵　令和６年度の事務局体制について
　　　（共通事項）
　　 　西会長より、次年度の事務局体制につい

て報告があった。
　　事務局長　稲田忠明（退職）
　　　→　事務局長　橋本盛方
　　事務局次長　黒川朗（異動）
　　　→　主任　岩崎由美子
　　主任　岩崎由美子
　　　→　尾﨑彩花（新）

Web会議システムを用いた本理事会は、終始
異常なく終了した。
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厚生労働省保険局医療課で取りまとめられた「令和４年度診療報酬改定に係る疑義解釈」・「令和
６年度診療報酬改定に係る疑義解釈」を兵庫県民間病院協会HP上に掲載していますので、お知らせ
します。
「トップページ」➡「会員専用ページ※」➡「診療報酬改定情報」をクリックすると表示されます。
※ログインにはパスワードが必要です。

⑴　令和４年度改定疑義解釈資料の送付について（その64）
　　〈令和６年３月26日付〉
　　①調剤報酬点数表関係
　　　【服薬管理指導料】

⑵　令和４年度改定疑義解釈資料の送付について（その65）
　　〈令和６年３月29日付〉
　　①医科診療報酬点数表関係
　　　【紅麹を含むいわゆる健康食品を喫食した者に係る診療について】

⑶　令和６年度改定疑義解釈資料の送付について（その１）
　　〈令和６年３月28日付〉
　　①医科診療報酬点数表関係
　　　【施行時期後ろ倒し】

令和４年度・令和６年度診療報酬改定に係る疑義解釈

　　　【発熱患者等対応加算】
　　　【抗菌薬適正使用体制加算】
　　　【医療情報取得加算】
　　　【医療ＤＸ推進体制整備加算】
　　　【時間外対応加算】
　　　【看護師等遠隔診療補助加算】
　　　【入院料通則（栄養管理体制の基準）】
　　　【入院料通則（身体的拘束の最小化）】
　　　【療養病棟入院基本料】
　　　【経腸栄養管理加算】
　　　【 障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料】
　　　【有床診療所在宅患者支援病床初期加算】
　　　【総合入院体制加算】
　　　【救急時医療情報閲覧機能】
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　　　【急性期充実体制加算】
　　　【超急性期脳卒中加算】
　　　【救急医療管理加算】
　　　【診療録管理体制加算】
　　　【医師事務作業補助体制加算】
　　　【 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算】
　　　【 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算、

回復期リハビリテーション病棟入院料１・２、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料】
　　　【ハイリスク妊娠管理加算】
　　　【薬剤業務向上加算】
　　　【精神科入退院支援加算】
　　　【医療的ケア児（者）入院前支援加算】
　　　【認知症ケア加算】
　　　【地域医療体制確保加算】
　　　【 協力対象施設入所者入院加算・介護保険施設等連携往診加算】
　　　【治療室一般】
　　　【救命救急入院料】
　　　【特定集中治療室管理料】
　　　【特定集中治療室遠隔支援加算】
　　　【 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料】
　　　【早期栄養介入管理加算】
　　　【地域包括医療病棟入院料】
　　　【回復期リハビリテーション病棟入院料】
　　　【地域包括ケア病棟入院料】
　　　【 精神療養病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料】
　　　【精神科地域包括ケア病棟入院料】
　　　【小児特定疾患カウンセリング料】
　　　【 生活習慣病管理料（Ⅰ）、生活習慣病管理料（Ⅱ）】
　　　【小児運動器疾患指導管理料】
　　　【慢性腎臓病透析予防指導管理料】
　　　【小児かかりつけ診療料】
　　　【外来腫瘍化学療法診療料】
　　　【遠隔連携診療料】
　　　【こころの連携指導料】
　　　【 緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算】
　　　【在宅患者訪問診療料】
　　　【在宅患者訪問診療料】
　　　【 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料】
　　　【救急患者連携搬送料】

【遠隔死亡診断補助加算】
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【 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料】
【在宅腫瘍化学療法注射指導管理料】
【在宅強心剤持続投与指導管理料】
【遺伝学的検査】
【コクリントモプロテイン（ＣＴＰ）】
【 アポリポ蛋白Ａ２（ＡＰＯＡ２）アイソフォーム】
【抗ＨＬＡ抗体】
【インフルエンザ核酸検出】
【百日咳菌・パラ百日咳菌核酸同時検出】
【ウイルス・細菌核酸多項目同時検出（髄液）】
【 皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線貼布

試験、最小紅斑量（ＭＥＤ）測定】
【画像診断管理加算】
【 リハビリテーション総合計画評価料、がん患者リハビリテーション料、認知症患者リハビリ

テーション料】
【疾患別リハビリテーション料】
【Ｉ００２ 通院・在宅精神療法】
【療養生活継続支援加算】
【心理支援加算】
【療養生活継続支援加算、児童思春期支援指導加算】
【児童思春期支援指導加算】
【早期診療体制充実加算】
【通院・在宅精神療法 情報通信機器を用いた精神療法】
【ストーマ処置（ストーマ合併症加算）】
【再製造単回使用医療機器使用加算】

　　② 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【共通事項】
【医科点数表関係】
【歯科点数表関係】

　　③医科診療報酬点数表関係（不妊治療）
【再婚後の回数上限】
【生殖補助医療管理料】
【抗ミュラー管ホルモン（ＡＭＨ）】
【体外受精・顕微授精管理料】
【胚凍結保存管理料】
【採取精子調整管理料】
【精子凍結保存管理料】
【その他】

　　④医科診療報酬点数表関係（ＤＰＣ）
１．ＤＰＣ対象病院の基準について
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２．ＤＰＣ対象患者について
３． 診断群分類区分の適用の考え方について
　【 「医療資源を最も投入した傷病」について】
　【「手術」について】
　【「手術・処置等１・２」について】
　【「その他（定義副傷病名等）」について】
４．診療報酬の算定について
５．医療機関別係数について
６． 診断群分類点数表等により算定される診療報酬について
７．特定入院料の取扱いについて
８． 入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合の取扱いについて
９． 同一傷病での再入院の取扱いについて
10．退院時処方の取扱いについて
11． 対診・他医療機関受診の取扱いについて
12．データ提出加算について
13．診療報酬の調整等について
14． 令和６年度改定に係る経過措置について
15．診療報酬明細書関連について

　　⑤歯科診療報酬点数表関係
【歯科診療特別対応加算】
【歯科外来診療感染対策加算】
【医療情報取得加算】
【医療ＤＸ推進体制整備加算】
【口腔管理体制強化加算】
【 長期管理加算（周術期等口腔機能管理料（Ⅲ）、周術期等口腔機能管理料（Ⅳ））】
【 口腔機能指導加算（歯科衛生実地指導料）】
【訪問歯科衛生指導料】
【 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料】
【加圧根管充填処置】
【歯周病重症化予防治療】
【口腔内装置】
【舌接触補助床】
【口腔バイオフィルム除去処置】
【歯周外科手術】
【顎骨内異物（挿入物を含む。）除去術】
【テンポラリークラウン】
【光学印象】
【 歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算】
【装着】
【接着冠】
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【有床義歯】
【歯科矯正相談料】

　　⑥調剤報酬点数表関係
【横断的事項】
【 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算】
【地域支援体制加算】
【在宅薬学総合体制加算】
【医療ＤＸ推進体制整備加算】
【医療情報取得加算】
【特定薬剤管理指導加算１】
【特定薬剤管理指導加算３】
【調剤後薬剤管理指導料】
【在宅移行初期管理料】
【使用薬剤料】

　　⑦訪問看護療養費関係
【 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
【届出受理後の措置】
【機能強化型訪問看護管理療養費】
【訪問看護管理療養費】
【24 時間対応体制加算】
【特掲診療料の施設基準等の別表第８に該当する者】

　　⑧材料価格基準関係
【高血圧症治療補助アプリ】
【人工内耳用材料】
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病院
かわら版

病院　外観

当院は、加古川市の西
側に位置し、交通の便がよ
く自然も残された場所に、
昭和22年に平野医院とし
て開業し、昭和25年12月
31日に共立会病院を創設
致しました。近くには「播
磨富士」と呼ばれる、高御
位山（タカミクラ）を眺め

ることが出来ます。
長い間、救急医療に携わって参りましたが、

高齢化社会に伴い、平成12年に救急病院から療
養型病院（100床）に変わりました。平成26年
には通所リハビリテーション（35名）を併設致
しました。外来診療科においては、内科、外科、
整形外科、皮膚科、リハビリテーション科を設
けております。

理念には「我々共立会は、持てる力を集結し、

医療・看護・介護・リハビリを誠実に実行する
ことにより、障がいを有する方々、またその家
族の支えとなり、地域において心から頼られる
存在となることを誓うものである。」を掲げて
おります。

入院患者層は、急性期病院からの転院を積極
的に受入れ、人工呼吸器患者、癌など悪性腫瘍
の末期、神経難病や肺気腫などの末期、肺炎や
骨折などの治療後の廃用症候群や重度の認知
症、脳卒中や蘇生後脳症（低酸素脳症）や頭部
外傷後の重篤な後遺症や褥創などのため、自宅
や介護施設では治療の継続が出来ない患者様な
どの受入が中心となっています。

理学療法、作業療法、言語療法のリハビリに
も力を入れています。特に言語療法には力をい
れており、地域の先生方が摂食嚥下障害の評価
や指導、治療が必要な時に、外来にて多数の患
者様を受入れております。

医療法人共立会
共立会病院

事務長
平野 伸茂
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当院は、医療療養型病院として、急性期後の
受け皿として、人生最後まで良い医療が提供で
きるように努めております。

関連事業所には介護老人保健施設、通所リハ
ビリテーション、通所介護、訪問看護ステーショ
ン、居宅介護支援事業所、の事業所を開設し、
高齢者（障がい者）の在宅支援もあわせておこ

なっております。
暗く、悲観的になりがちな高齢者（障がい者）

とその家族を、医療・看護・介護・リハビリが
一体となって、支えていきたいと思っており
ます。

今後も地域の皆様のために、力を尽くしてい
きたいと考えております。

通所リハビリテーション　内観
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エ リ ア 情 報

（公社）神戸市民間病院協会
令和６年３月度　第９回理事会

日　　時　令和６年３月14日㈭ 
　　　　　15：00 ～ 16：00
場　　所　神戸看護専門学校　８階講堂

　理事総数15名　出席理事数11名
　監事総数２名　出席監事数２名

出席役員
　代表理事　（会長）西昂（議事録作成者）
　理　　事　 髙橋玲比古、𠮷田寛、宮地千尋、

金守良、稲見直邦、吉田泰久、
中井正信、笹野哲郎、大西安代、
矢内隆夫

　監　　事　古瀬繁、飯塚敏勝
出席参与・参事
　参　　与　 西村元延、山本正之、藤久和、

具英成
　参　　事　 阿児良典、谷口美幸、岩城一男、

足立光生

上記のとおり出席があったので定款第33条の
規定により会長 西　昂が議長となり、開会を
宣し議事に入った。

報告事項１　 令和６年２月度管理部門並びに看
護専門学校の収支報告

　 　議長の指名により事務局長から、２月度管
理部門並びに神戸看護専門学校収支共に順調
に推移している旨の報告を行った。

報告事項２　 能登半島地震災害救援募金について
　 　議長の指名により事務局長から、前回理事

会（令和６年２月８日）で承認を得た能登半
島地震災害救援募金について、２月20日付け
で20万円の寄付を行った旨の報告を行った。

報告事項３　学校報告
１　学生の状況 及び感染状況
　　１年生： ２月27日～３月13日
　　　　　　　専門分野　基礎看護学実習Ⅱ
　　２年生：１月16日～２月22日
　　　　　　　専門分野 領域別臨地実習
　　３年生：３月６日㈬
　　　　　　　令和５年度　卒業証書授与式
　　　　　　３月22日㈮
　　　　　　　第113回　看護師国家試験
　　　　　　　合格発表
　　２月８日以降コロナ・インフルエンザ感染者数
　　　コロナ感染者
　　　　１年生：１名
　　　　２年生：２名
　　　　３年生：１名
　　　インフルエンザ感染者
　　　　１年生：１名
　　春期休暇：３月22日～４月３日
２　卒業生就職状況について　※（　）は昨年
　　就職決定者66名
　　　内訳： 
　　　　 神戸市民間病院協会会員病院就職者：

　50名　73.5%（50.8%）
　　　　 兵庫県民間病院協会会員病院就職者

（実習病院含む）：
　　　　　62名　91.2％（87.3％）
　　　　兵庫県内就職者：
　　　　　64名　94.1%（88.9％）
　　　　神戸市内就職者：
　　　　　52名　76.5％（58.7％）
　　　　県外就職者：２名（４名）
　　　　県内公立病院就職者：１名（２名）
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３　2024年度　学生募集に関して
　　一般入学試験（二次試験）　
　　２月28日　合格発表
　　３月７日　入学前説明会実施
４　今後の予定 
　　令和６年４月３日㈬
　　　10：00 ～入学式　場所：本校８階講堂
　　　11：00 ～保護者説明会
　　令和６年４月10日㈬
　　　午後～就職説明会
　　　　　　場所：兵庫県中央労働センター
議題１　 新型コロナウィルス感染症の感染状況

について
　 　議長の指名により事務局長から、新型コロ

ナウィルス感染症患者状況及び麻しん患者の
国内での発生に伴う注意喚起について報告
した。

議題２　 令和６年度事業計画（案）と収支予算
（案）について

　 　議長の指名により事務局長から、「令和６
年度神戸市民間病院協会事業計画（案）」に
基づき当協会の事業計画を説明した後、「令
和６年度収支予算（案）」を前年度との比較
により説明した。併せて「令和６年度資金
調達及び設備投資の見込み」について説明
した。

　 　議長はこれらの案について議場に諮った結
果、満場一致で承認された。

議題３　 自民党神戸市会議員団との懇談会につ
いて

　 　議長の指名により事務局長から、３月７日
㈭に開催された自民党神戸市会議員団との意
見交換会の内容について報告を行った。

議題４　 第31回神戸市児童虐待・非行等対策地
域協議会の開催に伴う神戸市民間病院
協会からの出席について

　 　議長の指名により事務局長から、「神戸市

児童虐待・非行等対策地域協議会」の委員と
して前年と同様甲南医療センター副院長に出
席いただくことを説明、議長がこの件を議場
に諮ったところ満場一致で承認された。

議題５　 神戸市火災予防条例第49条の見直しに
係る有識者会議の委員の推薦について

　 　議長の指名により事務局長から、神戸市消
防局査察課より有識者会議委員の推薦依頼が
あったこと、及び有識者会議の設置経緯、ス
ケジュール、委員構成等を説明した。議長よ
り、委員推薦について会長預かりとしたいと
の提案があり、理事全員に了承された。

議題６　 神戸市区役所・支所の日曜窓口について
　 　議長の指名により事務局長から、区役所・

支所の日曜窓口について情報提供を行った。
議題７　2024年度理事会・総会の日程について
　 　議長の指名により事務局長から、昨年11月

の理事会で承認を得た2024年度理事会・総会
の日程について、変更点を説明し理事全員に
了承された。

議題８　その他
　 ❖ ４月理事会
　　令和６年４月25日㈭　15：00 ～ 16：00
　　総会議案・令和５年度決算の審議
　　総会では理事・監事の改選あり

休憩を挟み午後３時50分より、神戸市消防局
から「民間救急の活用を目的とした新たなシス
テム」の説明及び協力依頼があった。（二次救・
民病協合同）
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（一社）神戸市第二次救急病院協議会
第10回理事会議事録

日　　時　令和６年３月14日㈭
　　　　　15：50 ～ 17：00
場　　所　神戸看護専門学校　８階　講堂　
出席役員　理事13名　監事２名　実行委員８名
議　　長　髙橋玲比古会長

議　　題
１　神戸市消防局からの依頼事項について
　ａ　 医療搬送サービス「mairuシステム」の

紹介について
　　 　神戸市消防局から複数名の担当者が理事

会に来訪し、標記搬送サービスについての
紹介があった。それによると、神戸市内に
おいて民間救急・福祉タクシーの現状は、
個々の事業者によりサービス内容の差異が
あり、且つ予約完了するのに時間がかかる
等、搬送需要に十分な対応が出来ていない
状況があり、病院・施設の職員の方々にも
負担がかかっており効率化が望まれている。
更に、神戸市でも以前より「おくる電」と
いう病院送迎紹介コールセンターを提供し
ているがこれも十分な活用が実現していな
い。そこでこの度、消防局として新たに

「mairuシステム」というWebサービスを採
用し、医療搬送サービスの効率化を図りた
いとし利用規模拡大しながら検証を実施し
た。そこで令和６年４月より、神戸市と連
携し各医療機関や福祉施設等で利用して頂
けるよう体制を構築したいと報告された。
加えて、特定の車両を活用し医療従事者の
乗務を可能とする「mairuモビリティ」事業
も開始したいとした。理事会では検証に参
加された医療機関との意見交換もあり、消
防局からはしっかりとした医療支援を実施

出来る搬送サービスを目指すと締め括った。
　ｂ　神戸市内の救急搬送の現状について
　　 　引き続き神戸市消防局から現況の救急搬

送時のコロナ取扱及び救急搬送困難事案に
ついて報告があった。それによるとコロナ
患者は昨年のピーク時と比較するとかなり
減少傾向になっているが、継続して発生し
ており経過観察が必要となっている。又、
救急搬送困難事案はコロナ患者が減少して
いるにも関わらず、以前として、かなりの
発生件数があり、受入医療機関の空床状況
等によるものと推測される。それから最後
にHEMIS個別搬送要請についても少なか
らず発生している状況が継続している。こ
のような現況を理解頂き、今後の救急搬送
業務に更なる協力を依頼するとし理事会の
了解を得た。

　ｃ　 救急搬送及び受入れの実施基準に基づく
脳血管疾患に係る運用変更について

　　 　引き続き神戸市消防局から総務省消防庁
からの通知に基づき開催された委員会で承
認された脳血管疾患患者救急搬送時の医療
機関選定基準と検証の運用変更について詳
細な説明があり、理事会では脳血管疾患を
受入れる病院理事からの幾つかの質疑応答
があった。又、脳卒中での病院交渉につい
ては、新基準に加えて従来のMefisでの医
療機関選定も認めるとした。これ等の質疑
内容の検討も含め最終運用変更通知が回答
される事になり、その通知文書を会員病院
へ一斉メールして案内する事とした。

２　 神戸市水道局からの病院給水設備調査につ
いて（健康局帯同）

　 　神戸市水道局・健康局から複数の担当者が
理事会に来訪され標記調査依頼があった。そ
れによると近い将来に発生することが予測さ
れている南海トラフ地震等において、災害対
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応時に地域の重要な施設となる二次救急会員
病院では、診療機能を一定期間維持していく
為に十分な受水槽容量の確保や給水設備を耐
震化する事が重要となる。そこで、各会員病
院の給水設備の現状を調査させて頂き、受水
槽の位置確認やタンク車の配置の可能性等を
把握したいとした。これを受け髙橋会長が理
事会に諮ったところ、異議なく承認された。
よって明日事務局より会員病院に一斉メール
にて協力依頼をする事となった。

３　令和６年度収支予算案について
　 　釜戸事務局長より、令和６年度収支予算案

の説明があった。この予算案は先日実行委員
会が開催され、その会議の中で慎重に審議さ
れた結果であることを前提にして簡潔に報告
された。先ず、収支予算に計上する令和５年
度運営補助金（配分案を含む）ついての説明
があった。それによると交付額基準は昨年度
と暦の関係での曜日数の差異はあるが、基準
額は昨年と全く同様であるので、基本科目・
専門科目（実績による減額あり）を区分して
昨年同基準の予算額（年度末終了）を一部予
測を含めて補助金額とした。次に、その補助
金額を含む収支予算書の説明があった。先ず
収入の部では会員病院数が46病院から45病院
へ減少した為、会費収入が減額となるとした。
次に神戸市からの補助金交付額は前述の通り
曜日数の差異で多少増額になるが前年度と概
ね同額の交付額となる。基本的にはその交付
額と同額を会員病院へ配分支給される事とな
り収支的影響はないとした。又、システム改
修用事業準備金については、令和６年度以降
にMefisシステムの見直しを具体的に検討する
予定であるので、別途積立金からの繰入額を
300万円に増額計上し、同額を事業費にも計
上したとし、最後に三田市救急搬送分担金に
ついては、令和５年度は三田市からの救急搬

送件数が減少した為、分担金収入も減額とな
り同時に会員病院への分担金支給も減額と
なったと報告した。次に支出の部では、前述
の通り、会員病院への協力配分金は概ね同額
支給とした。又、その他一般経費勘定科目で
の予算支出についても原則昨年度と概ね同額
計上とした。一部費用計上で増減計上したの
は、事業費の総会経費の増額と福利厚生費の
従業員保険金一部負担停止による減額となっ
たと説明した。このような状況を踏まえた令
和６年度の収支予算総額は前年度から約60万
円支出増が予測され約150万円の赤字収支計
上となった。然るに今後、令和６年度を運営
していく状況の中可能な限りの経費節減に努
め収支決算を改善するとして報告を終えた。

 総収入 302,060,647
 総支出 303,540,665
 収支差益  -1,480,018
 次期繰越金 10,478,414

　 　以上、予算書収支についての説明があった
後、髙橋会長が理事会に諮ったところ異議な
く承認された。

４　 今後の二次救急協議会の運営（神戸市補助
金制度を含む）について

　 　髙橋会長より、前述の令和６年度収支予算
書の報告を受け、今後の二次救急協議会の運
営についての問題提起があった。具体的には
当協議会の運営は神戸市からの補助金に基づ
いて成立しているがその補助金は、ほぼ全額
が会員病院への協力配分金に充てられるの
で、当協議会自体の運営は、会員病院の会費
収入にて賄われている。昭和54年の当協議会
発足当時は、会員病院数が61病院にて運営さ
れていたが、運営年数の経過とともに会員病
院数が減少して来ており現在は45病院となっ
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ている。その為、当協議会収支もバランスを
崩しているし、二次救急輪番体制での当番空
白が目立つ現況がある。又、当協議会発足当
時から定義されている当番単位数実施の必須
義務等もあり、この必須義務が負担になって
いる会員病院もあると聞いている。そこで、
今後の当協議会運営改善に向けて意見を頂き
たいと理事会に諮ったところ理事から幾つか
の改善案が提案されたが即時に実行するには
様々な検討事項があるとしもう暫く審議を重
ねる事となり継続審議事項となった。

５　 Mefisシステム改修案について
　 　髙橋会長よりMefisシステムに転帰情報入

力改修を実施してから約５年が経過してお
り、会員病院の転帰情報入力もかなり順調に
行われる状況になっている。そこで、今まで
に蓄積されたデータを活用した会員病院に
とって有益な情報抽出をシステム化する事を
検討したいとし先日国際航業にシステム開発
の相談をしたところ、資料の通りシステム改
修案が提案されたと報告された。但し、この
提案はまだ原案になるので、今後、詳細なシ
ステム構築に向けた委員会を設けて検討して
いく方向で進めるとした。又、同時に神戸市
消防局も消防システムの改修を検討中と聞い
ているので、消防局の救急システムとの整合
性も検討する必要があるとし、今後は事務局
と相談し進めて行くとした。

事務長会定例会　議事録

日　　時　令和６年３月15日㈮　15：00 ～
場　　所　尼崎市中小企業センター　503号室

出　　席　 西宮、宮宗、前田、井上、井内、植木、
野崎、丸中、榊、西原、浦野、徳岡、
堀、川原、辻脇、倉冨、越田、河上、
辻井、畑林、山本、北本、伊藤

 計23名

定例会前に第24回地域包括ケア病床研究会開催

議　　題
１　 第２回 近畿病院団体連合会事務長会報告会

（担当：西宮会長）
　 　令和６年３月６日 13：30 ～ 18：00 琵琶湖

ホテルにて開催。
　テーマ：『 診療報酬・介護報酬・障害福祉サー

ビス等報酬のトリプル改定について』
　特別講演：『甲子園に魅せられて』
　　　　　　近江高等学校　野球部監督
　　　　　　多賀 章弘 先生
２　 看護補助者処遇改善事業補助金申請状況

報告（担当：各事務長）
　 　各病院の申請進捗状況に関して確認、情報

交換がなされた。
３　診療報酬改定情報交換（担当：各事務長）
　 　ベースアップ評価料、療養病棟入院料、回

復期リハビリテーション病棟入院料、電子処
方箋、医療機関－介護事業所・施設間の連携
に対する加算に関して情報交換がなされた。

４　 新型コロナウィルス及びインフルエンザ感染症
対策情報交換（担当：各事務長）

　 　各病院の対応状況に関して確認、情報交換
がなされた。

５　 保健所、近畿厚生局立入調査情報交換
　　（担当：各事務長）
　 　近畿厚生局適時調査　12月20日　尼崎中

央病院調査内容に関して情報提供、意見交換
がなされた。
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６　宿日直許可申請情報交換（担当：各事務長）
　 　各病院の申請進捗状況に関して確認、情報

交換がなされた。
７　その他
　 ❖（社医）中央会　会長　吉田 靜雄 先生
　　葬儀について
　 ❖ 会報編集委員会より50周年記念誌について
　 ❖ 役員会案内
　　４月11日　16：00 ～　尼崎中小企業センター
　情報交換がなされた。

次回開催予定
　日時：令和６年４月19日㈮　15：00 ～ 総会
　場所：尼崎中小企業センター

2023年度　事務長研修会　議事録

開催日時　令和６年３月21日㈭
　　　　　15：30 ～ 16：30
開催場所　西宮敬愛会病院 会議室
出 席 者　33名のうち15名出席
議　　長　下林会長
書　　記　石川会報編集委員

議　　案
１　 2023年度 第２回近病連３月６日　滋賀県

病院協会主催について（野原副会長）
　 　琵琶湖ホテルにて開催され62名が参加し

た。第１部　議事、第２部特別講演、第３部
懇親会という設定だった。第１部は診療報酬、
介護報酬、障害福祉サービス等のトリプル改
定について。第２部は近江高校副校長　野球
部監督　多田先生より「甲子園に魅せられて」

という演題で講演があった。
　 　次年度は京都病院協会が担当する。
２　 コロナ感染（インフルエンザ）各病院の動向

（佃事務長）
　 　麻疹、コロナが流行している病院は無かっ

た。入院時の検査は実施している施設が殆ど
であった。

３　 「売店・入院セット」について各病院の現状
（辰巳事務長）

　 　有馬病院では入院セットを導入することに
なり、業者を選定している所である。どのよ
うな段取りで導入したのか、導入のメリット
やデメリット、取り扱い業者について各施設
の状況について情報交換を行った。

４　各委員会からの連絡事項（下林会長）
　 　平島事務長より、兵庫県民間病院協会の「給

与の実態調査」について、協力する医療機関
が非常に少ないとのことで、締め切りを延
長するので協力して欲しいとの要望が紹介
された。

５　医事部会報告（園田事務長）
　 　2024年２月21日に開催された医事部会の

内容について情報共有を行った。
６　 次年度　西阪神支部役員改選について　

（伊田副会長）
　　（ 西阪神民間病院協会　事務長会会則第５

条改定について）
　 　事務長会の会則、第５条の役員の改選につ

いて、任期を通算３年とし、初年度は副会長、
次年度は会長、次次年度は副会長として会長
を補佐する。退任後５年間は役員の職に就け
ないこととし、毎年選挙により副会長の選出
を行うという内容で改定を検討している。新
会長は副会長より選出し、補充の副会長及び
会計は全事務長会会員からの互選により選出
する。今年度は調整年度とし選挙を行わず、
下林会長は副会長となり、野原副会長が新会
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長として就任することとなった。本件は満場
一致で承認された。

　 　また所属する各委員会については、委員会
の中で上手く採択して担当して頂くようにお
願いされた。

　 　上記により、西阪神民間病院協会　事務長
会会則第５条を令和６年３月21日付けをもっ
て以下のように改定する。

　 　第５条　役員の任期は通算３年とし、任期
満了月の３月度事務長研修会において選挙を
行う。現会長は会長退任後１年間副会長とし
て新会長の補佐を務める。新会長は現副会長
より選出する。補充の副会長及び会計は全事
務長会会員からの互選により選出する。会長
職を務めたものは、退任後５年間は役員の職
に就けないものとする。

７　次回事務長研修会の案内
　 ❖ 日時　令和６年４月18日㈭　15：30 ～
　 ❖ 場所　西宮市医師会　会議室

第604回　事務長会・役員会　議事録

日　時　令和６年３月12日㈫　
　　　　16：30 ～ 17：00
場　所　ホテルキャッスルプラザ 西明石
出席者　 黒川、永田、山田、伊福、船木、西井、

吉岡、村上
１．協議事項 
　⑴　令和６年度の事業について
　　 ❖  今年度のスキルアップ研修会は18名の参

加者があった。次年度は看護部長会との
合同開催とするなどより多くの方々に周
知し、参加いただけるよう開催方法の検

討を行う。
　　 ❖  ㈱ウィキャンから若手・中堅職員向けの

スキルアッププログラムの提案があっ
た。複数の提案内容の提示があり、若手・
中堅職員として、人材育成に寄与できる
スキルを習得するコースを選択すること
を確認した。対面での開催を基本として
実施する。

　　 ❖  令和６年10月26日㈯に開催する事務長
会・看護部長会合同研修会について、舞
子ビラの担当者と打ち合わせを行った。
講演会会場となるあじさいホール、懇親
会会場となる会場利用料及び、料理など
必要経費の見積もりについて検討を行っ
た。今後、詳細を確認しながら経費を確
定していく。

　　 ❖  会報編集委員会より、４月号の会誌の随
筆は東播地区が担当であるため、東加古
川病院の永田事務長に担当いただく。ま
た設立50周年記念誌は温故知新をテーマ
に３月を目途に発行予定である。

　⑵　医療情報交換　等 
　　 ❖  今年度の診療報酬改定で新設されたベー

スアップ評価料については各施設とも、
厚労省の試算ツールにより試算を開始し
ているが、運用は確定していない状況で
ある。介護保険の処遇改善についても見
直しがあるため情報確認しながら運用を
決定していく。

　　 ❖  ３月14日に行われる厚労省の担当者によ
る診療報酬改定の概要説明会の内容を踏
まえて現場での運用を検討していく。

　　 ❖  職員の制服について意見交換を行った。
男性職員に対して制服としてポロシャツ
を支給している、シャツの購入費用を支
給している施設もあった。女子職員の制
服については、制服を準備している施設
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がほとんどであったが、色違いなどを準
備して、職員に選択してもらっている施
設もあった。

　　 ❖  次回、４月18日開催の東播民間病院協会
の合同総会の当日の流れや役割分担など
を確認していく。

開催予定 
　日時：2024年４月９日㈫　16：30 ～
　場所：ホテルキャッスルプラザ 西明石

令和５年度　第８回　理事役員会

日　時　令和６年３月23日㈯　13：00 ～
場　所　姫路キャッスルホテル　２階松竹の間

議　題
１　兵庫県民間病院協会　理事会からの報告
　⑴　 兵庫県保健医療部　事業説明について

（２月）
　　①　兵庫県保健医療計画の改定について
　　②　令和６年度医師確保対策について
　　③　 予防計画の改定及び医療措置協定につ

いて
　　④　病児・病後児預かり施策一覧
　⑵　 令和６年度以降の事業実施分担（案）に

ついて
　⑶　 令和６年度事業計画　研修会、講演会な

どの開催に関する事業
　　①　総会時の特別講演会
　　　　期日　令和６年６月20日㈭
　　　　会場　ラ・スイート神戸
　　　　　　　オーシャンズガーデン

　　②　第19回研究発表会
　　　　期日　令和６年８月24日㈯
　　　　会場　兵庫県民会館
　　③　診療報酬請求漏れ防止対策研修会
　　　　期日　令和６年７月４日㈭
　　　　会場　兵庫県医師会館
　　④　事務長会・看護部長会合同研修会
　　　　期日　（日程未定）
　　　　会場　（東播支部担当：場所未定）
　　⑤　年末特別講演会・懇親会
　　　　期日　令和６年12月３日㈫
　　　　会場　神戸ポートピアホテル
２　西播民間病院協会　検討･報告項目
　⑴　姫路市地域医療連絡会議について
３　その他
　⑴　次回役員会の日程
　　　日時：令和６年４月20日㈯　13：00 ～
　　　場所：姫路キャッスルホテル
　　　　　　２階松竹の間

令和５年度　事務長会　研修会報告

姫路市病院事務長会と兵庫県民間病院協会西
播支部事務長会及び兵庫県民間病院協会西播支
部看護部長会との合同開催により、下記のと
おり研修会を姫路市医師会館大ホールにて
行った。

日　　時　令和6年３月15日㈮
　　　　　15：00 ～ 17：00
講　　師　㈱リンクアップラボ
　　　　　代表取締役　酒井 麻由美 氏
内　　容　【 2024年度診療報酬改定の内容とそ

の対応】
参加人数　157名
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和令 年6 月4  18 日 理事会

 18 日 会報編集委員会

〔予定〕

和令 年6 月5  16 日 理事会

 20 日 会報編集委員会
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お知らせ

令和６年度　定時総会・特別講演会・懇親会のご案内

令和６年度の定時総会、特別講演会及び懇親会を下記により開催します。
今回の特別講演会では、「令和６年春の社会保障３報酬同時改定が民間病院に及ぼ

す影響と、それを踏まえた民間病院の進むべき方向」をテーマにご講演いただきます。
病院全体で将来の病院のあり方を検討するためにも、理事長、院長をはじめ、

事務長、看護部長、関係職員の方々にも是非ご出席賜りますようご案内申し上げます。

１　日 　 　 時　　令和６年６月20日㈭　14：30 ～ 19：30

２　会 　 　 場　　ラ・スイート神戸　オーシャンズガーデン
　　　　　　　　　（神戸市中央区新港町１－２）

３　定 時 総 会　　14：30 ～ 15：40（受付開始 14：00 ～）
　　　　　　　　　３団体の総会を順次開催

４　特別講演会　　15：50 ～ 17：20（受付開始 15：20 ～）

　　　　　　　　　テーマ： 令和６年春の社会保障３報酬同時改定が民間病院に及
ぼす影響と、それを踏まえた民間病院の進むべき方向

　　　　　　　　　講　師：医療法人池慶会理事長、池端病院院長 池端 幸彦 先生

５　懇 親 会　　17：30 ～ 19：30

６　参 加 費　　特別講演会（会　員）　　　5,000円／人
　　　　　　　　　特別講演会（非会員）　　　3,000円／人
　　　　　　　　　懇親会　　　　　　　　　15,000円／人

７　そ の 他　　詳しくは兵庫県民間病院協会のホームページをご覧下さい。



26

お知らせ

兵庫県民間病院協会会員名簿（令和５年度版）の訂正・変更について
（訂正）

頁 病　院　名（※） 箇　所 訂 正 前 訂 正 後

23 坂 上 田 病 院
理 事 長 山 中 若 樹（会員） 山 中 若 樹

院 長 早
はや

川
かわ

勇
ゆう

二
じ

早
はや

川
かわ

勇
ゆう

二
じ
（会員）

（変更）

頁 病　院　名（※） 箇　所 変 更 前 変 更 後

23 坂 上 田 病 院

病 院 名 医 療 法 人 社 団
坂 上 田 病 院

医 療 法 人 信 和 会
めいわリハビリテーション病院

所 在 地 西宮市津門仁辺町
6番25号

兵庫県西宮市甲子園
九番町15番22号

電 話 0798－34－0002 0798－61－1155

F A X 0798－34－0116 0798－45－0111

ホームページ https://www.sakaueda.
or.jp/wp/

https://www.meiwa-
hospital.com/reha-hosp/

地 域 連 携 地域医療連携室
患者支援室

TEL ：（0798）61-3223（直通）
FAX ：（0798）45-0123（直通）

許可病床数 53床（療養53床） 153床（地ケア50床・
回リハ50床・療養53床）

診 療 科 目 内・消内（内視鏡）・整外 内・リハビリ

事 務 部 長 髙 見 健 一 杉 　 一 樹

看 護 部 長 杉 山 直 子 瀧 内 弘 江

職 員 数 65名 確認中

病院名（※）欄は、法人名等を省略して記載しています。
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お知らせ

兵庫県民間病院協会会員名簿（令和５年度版）の訂正・変更について
（変更）

頁 病　院　名（※） 箇　所 変 更 前 変 更 後

39 神 戸 徳 洲 会 病 院
院 長 新 保 雅 也（会員） 尾

お

野
の

　 亘
わたる

（会員）

看 護 部 長 中 村 美 津 乕
とら

田
だ

美
み

幸
ゆき

53 神 戸 大 山 病 院 院 長 佐
さ

古
こ

辰
たつ

夫
お

（会員） 福
ふく

田
だ

幾
いく

夫
お

（会員）

54 偕 生 病 院 看 護 部 長 坂
さか

　 倉
くら

　 美
み

砂
さ

江
え

木
き

　 村
むら

　 佐
さ

江
え

子
こ

57 神 戸 朝 日 病 院

法人本部長 谷 口 美 幸

医療技術部長 金 　 啓 二 鈴 木 龍 司

事 務 局 長 谷 口 美 幸 天 野 弘 明

看 護 部 長 竹 内 悦 子 長 　 井 　 有 香 子

65 西 江 井 島 病 院

病 院 名 西 江 井 島 病 院 江 井 島 病 院

住 所
明石市大久保町

西島653
明石市大久保町
西島434番地の5

病院名（※）欄は、法人名等を省略して記載しています。
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（一社）兵庫県全日本病院協会だより

Ⅰ　日　時　令和６年３月21日㈭
　　　　　　15：00 ～ 16：00

Ⅱ　場　所　兵庫県医師会館６階
　　　　　　第５・６会議室

Ⅲ　出席者　理事総数14名　出席理事９名
　　　　　　監事総数２名　出席監事２名
　　理　事： 西昂（会長）、𠮷田寛（副会長）、

橋本創、常岡豊、大江与喜子、
越智豊、中井正信、大石麻利子、
古城資久

　　監　事：大隅健英、東靖人

なお、𠮷田寛、越智豊、大石麻利子、古城資久
は、Web会議システムにより出席した。

Ⅳ　会議の成立
　 　理事９名が出席し、定款第35条に規定する

定足数を満たしており、本理事会が成立した
旨確認された。

Ⅴ　議　長
　 　西昂会長が、定款第34条の規定により議長

となった。

Ⅵ　議事の経過の要領及びその結果
　１　協議事項
　　⑴　�令和６年度以降の３団体の事業方針等

について（共通事項）　
　　　 　稲田事務局長から、下表の説明があり、

全員一致をもって承認した。
　

一般社団法人 兵庫県全日本病院協会

令和５年度　第８回理事会議事録（速報）

１ 経　緯

兵庫県民間病院協会（民病協）、兵庫県全日本病院協会（兵庫全日）、兵庫県
医療法人協会（兵医法協）はそれぞれ独立した団体であるが、３団体の体制
となって10年以上が経過し、各団体の役割が不明確となっていることや財政
基盤が大きく異なることなどから、３団体から委員を選出して協議した。

２ 理事会、総会 兵庫全日、兵医法協にはスタッフがおらず、スタッフは民病協の職員のみ
であることから、民病協は直営とし、他団体は民病協に委託する。

３ 総会後及び年末
の特別講演会

上記スタッフの問題と予算上の制限もあることから、民病協が主体となり、
実施経費を一部負担することで共同開催とする。

４
全日本病院協会

（全日）に関連
しない研修会

民病協が実施主体となり、兵庫全日、兵医法協は予算の範囲内で、実施経
費を一部負担することで共同開催することとする（議事録掲載も、各団体
の予算の範囲で対応可能な方法で実施）。
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　　⑵　�令和６年度事業計画（案）及び収支予
算（案）について

　　　 　稲田事務局長より、定款第43条の規定
に基づき、次年度の事業計画（案）と収
支予算（案）の説明があった。次年度か
らの３団体の事業分担に基づき予算を調
製したこと、また研究発表会の参加費を
1,000円から2,000円に増額するなどの増
収策を講じるものの、451千円の赤字見
込みとなること等について報告があり、
協議の結果、原案のとおり全員一致を
もって可決した。

　　　【定款　第43条】
　　　 この法人の事業計画及び収支予算については、

毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が
作成し、理事会の承認を受けなければならない。

　　⑶　覚書の締結について（共通事項）
　　　 　稲田事務局長より、民病協、兵庫全日、

全日兵庫支部の代表は西昂氏であること
から、これらの団体間における委託・受
託等に伴う経費移動（取引）は、従前か
ら利益相反となり、本来であれば、重要
な事実を開示して理事会の承認を得る必
要があったこと、またこれを改善するた
め、来年度から兵医法協も含め、覚書と

して委託・受託等の内容を明確にして、
理事会の承認をいただきたいこと等の説
明があり、協議の結果、原案のとおり全
員一致をもって可決した。

　　　【一般社団法人法　第84条】
　　　（競業及び利益相反取引の制限）
　　　 理事は、次に掲げる場合には、社員総会にお

いて、当該取引につき重要な事実を開示し、
その承認を得なければならない。

　　　　一　（略）
　　　　二　 理事が自己又は第三者のために一般社

団法人と取引をしようとするとき。
　　　　　　※　 理事会設置の一般社団法人は、「社

員総会」を「理事会」に読み替え
　　　　三　（略）

　２　報告事項　
　　⑴　�令和５年度事業報告及び収支決算見込

みについて
　　　 　稲田事務局長より、当初予算では、137

千円の赤字見込みであったが、諸物価高
騰もあり、決算見込みで413千円程度の赤
字となる見込みの旨、報告があった。

Web会議システムを用いた本理事会は、終始
異常なく終了した。

５ 全日関係事業
兵庫全日及び全日兵庫支部で全ての経費を負担する。
但し、研究発表会は民病協のみの会員病院の参加もあることから、開催事
務局として民病協事務局職員が出務することで共同開催とする。

６

下部尿路機能障
害の治療とケア
研修、全日本支
部セミナー等

実施団体が経費負担する。
但し、開催の事務については民病協に業務委託することで人員確保を図る。

７ 国・県・市への
対応

県・市には、民病協、兵医法協が対応する。
国に対しては、全国支部を兼ねる兵医法協と全日兵庫支部が対応する（民病
協は近病連を活用）。

８ 政治活動 民病協の有志で構成する兵庫県民間病院政治連盟で実施する。



30

兵庫県全日本病院協会会員名簿（令和５年度版）の訂正・変更について

頁 病　院　名（※） 箇　所 訂正・変更前 訂正・変更後

15 神 戸 朝 日 病 院

法人本部長 谷 口 美 幸

医療技術部長 金 　 啓 二 鈴 木 龍 司

事 務 局 長 谷 口 美 幸 天 野 弘 明

18 西 江 井 島 病 院

病 院 名 西 江 井 島 病 院 江 井 島 病 院

住 所
明石市大久保町

西島653
明石市大久保町
西島434番地の5

病院名（※）欄は、法人名等を省略して記載しています。

（追加）
兵庫県全日本病院協会会員名簿（令和５年度版）に記載漏れがありましたので、お詫びして訂正します。

病 院 名
理 事 長 名
院 長 名
事務（部局）長名

許可病床数

所 在 地
電 話
F A X

E-Mail　ホームページ

診 療 科 目

医療法人徳洲会

神戸徳洲会病院

理事長
東上　震一

院　長（会員）
尾野　　亘

事務長
吉川　文雄

 一般 230

 地域包括 40

 療養 39

 計 309

〒 655 － 0017
神戸市垂水区上高丸１丁目３番 10 号

☎ 078（707）1110
FAX 078（707）7719

E-Mail gsc@kobetokushukai.org
ホームページ http://www.kobetokushukai.org/

内・呼・消・循・心血外・小・外・整外・
脳外・泌・産婦・リハビリ・放・麻・眼・
救

お知らせ
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議　事　要　旨　（抜　粋）

公益社団法人 全日本病院協会

2023 年度　第 12回常任理事会

日　時　2024 年３月 16 日㈯　13：00 ～ 16：00
場　所　全日本病院協会　大会議室１
出席者　定数 26名、出席 20 名

●�全日本病院協会　地域医療構想に関する提言
について
大田常任理事より、第４回理事会（2024.2.17）

での議論を踏まえ、改めて「地域医療構想に関
する提言（案）」について説明があり審議した。
審議の結果、承認された。

猪口会長より、提言を公表した後、具体策の
検討を継続する考えが示された。

【主な報告事項】
●�中央社会保険医療協議会　薬価専門部会につ
いて
猪口会長より下記の報告がされた。

（第223回・2024.3.13）
•  市場拡大再算定の類似品に関する現状・論点

が提示され議論した。

●中央社会保険医療協議会　総会について
猪口会長より下記の報告がされた。

（第585回・2024.3.13）
•  高額医薬品（感染症治療薬）に対する対応案

等が提示され了承された。今後、薬価算定組
織において検討のうえ、中医協総会に検討結
果等が提示される予定。

•  オプジーボ点滴静注について、最適使用推進

ガイドラインの「上皮系皮膚悪性腫瘍」に係
るガイドラインの作成、医療施設要件、治療
責任者要件の追加に関する留意事項通知等を
発出した旨が報告された。

•  公知申請とされた適応外薬の保険適用につい
て、2024年２月５日の薬食審医薬品第二部会
における事前評価が終了し、公知申請して差
し支えないとされ、同日付で保険適用となっ
たことが報告された。

•  費用対効果評価専門組織から、ケレンディア
錠、ラゲブリオカプセルの費用対効果評価に
係る取扱いについて説明が行われた。

•  先進医療及び患者申出療養の科学的評価結果
が報告された。

•  DPC対象病院の合併案件１件の報告が行われ
た。当該病院は2024年３月１日に合併し、合
併後もDPC/PDPSを継続する。

•  在宅自己注射指導管理料の対象薬剤として
「アドトラーザ皮下注150mgシリンジ」を追
加する旨の説明があり了承された。

●�医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関
する検討会について
神野副会長より下記の報告がされた。

（第２回・2024.2.26）
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•  これまでの関連審議会等の資料及び前回の検
討会資料が提示され、医学部定員の推移と需
給推計及び地域枠の設置・活用状況等につい
て説明が行われた。

•  印南構成員と野口構成員から、「医師と医療
の関係について」説明が行われた。

•  2026年度の医学部臨時定員の設置方針につい
て論点が提示され議論した。
神野副会長から、四病院団体協議会の一致し

た考え方として、強力な医師偏在対策と臨時入
学定員の削減はセットであるとの主張を基本に
しているとの報告が行われた。強力な偏在対策
については、地域枠の活用以外に効果のある偏
在対策は行われておらず、特に東京都で顕著な
病院と診療所の医師偏在、診療科による医師偏
在を是正することが重要な課題になっている
とし、同検討会で資料が示されていると説明さ
れた。

●�地域医療構想及び医師確保計画に関するワー
キンググループについて
織田副会長より下記の報告がされた。

（第14回・2024.3.13）
•  PDCAサイクルを通じた地域医療構想の推進

に関する進捗状況調査結果が報告された。
•  2025年に向けた地域医療構想の進め方案が提

示され了承された。

●病院機能評価の審査結果について
美原副会長より、下記の報告がされた。
2024年２月９日付で、以下の25会員病院に

病院機能評価の新規・更新が決まった。

【3rdG：Ver.3.0】
◎一般病院１

新規／更新 病院名

新規
防府胃腸病院（山口県）、
青磁野リハビリテーション病院

（熊本県）

更新

丸山記念総合病院（埼玉県）、
板倉病院（千葉県）、
しまだ病院（大阪府）、
思温病院（大阪府）、
東神戸病院（兵庫県）、
織田病院（佐賀県）、
西日本病院（熊本県）

◎一般病院２

新規／更新 病院名

新規
座間総合病院（神奈川県）、
宇和島徳洲会病院（愛媛県）

更新

勤医協中央病院（北海道）、
戸田中央総合病院（埼玉県）、
福井総合病院（福井県）、
相澤病院（長野県）、
京都きづ川病院（京都府）、
耳原総合病院（大阪府）、
福岡記念病院（福岡県）、
小倉記念病院（福岡県）、
大牟田市立病院（福岡県）、
大分岡病院（大分県）

◎リハビリテーション病院

新規／更新 病院名

新規
富山西リハビリテーション病院

（富山県）

更新

鎌倉リハビリテーション聖テレ
ジア病院（神奈川県）、
関西リハビリテーション病院

（大阪府）

◎慢性期病院

新規／更新 病院名

更新 富家千葉病院（千葉県）

2024年２月９日現在の認定病院は合計2,031病
院。そのうち、本会会員は854病院と、会員病院
の33.3％、全認定病院の42.0％を占めている。
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●各委員会報告について
•  広報委員会委員長の宮地常任理事より、全日

病ホームページのお問い合わせフォームや受
付メールアドレス記載の箇所に、営業目的の
メールはお断りする旨の文言を掲載すること
が報告された。

•  救急・防災委員会委員長の加納常任理事より、
令和６年能登半島地震について、AMATの活
動概要が報告された。また、AMAT出動確認
書に関して、従来の方法を改めGoogleフォー
ムを活用することが報告された。

●四病協報告について
猪口会長より、2024年３月７日に開催された

「医療に関する懇談会－日本医師会・全国医学
部長病院長会議－」の報告が行われた。

●厚生労働省、日医、他団体報告について
•  井上常任理事より、一般社団法人日本専門医

療機構理事会（第21回）の報告が行われた。
•  木村常任理事より、公益財団法人日本医療機

能評価機構臨時評議員会（2023年度第２回）
の報告が行われた。

【討議事項】
●基準病床数について

猪口会長より、厚生労働省の資料を用いて現
在の基準病床数制度の概要が改めて説明され、
基準病床数に関連する厚生労働省の通知・事務
連絡として、「医療計画について」（2023年６月
15日付）、「地域医療構想を踏まえた基準病床数
の算定における基本的な考え方について（参
考）」（2023年10月４日付）が紹介された。

猪口会長の説明を受け、出席理事から下記の
情報提供が行われた。
•  今村常任理事より、愛知県の事例が紹介され

た。愛知県の既存病床数は全医療圏（11医療
圏）で基準病床数を上回る病床過剰になって
いたが、新基準病床数では２医療圏を除き既
存病床数が基準病床数を下回る病床不足にな

り、開設・増床の過当競争につながることか
ら、県病院協会が反論データをもとに県に申
し入れを行った。その結果、各医療圏の基準
病床数は変更され、名古屋・尾張中部圏が病
床過剰に戻ったが、過剰病床数は減少し、多
くの区域が病床不足となっていることは変
わっておらず、計算式の平均在院日数、病床
稼働率を見直すことの必要性を指摘した。医
療従事者の確保、医療費などに関連する課題
がある中で、一律に病床数の増加につながる
基準病床算定のあり方に懸念を示した。

•  猪口常任理事より、東京都の現状が報告され
た。東京都は全体で9,043床の病床過剰となっ
ているが、区中央部・区西部に大学病院等が
集まり病床過剰の地域となっている一方で、
病床不足の地域もある。特に南多摩地区は
700床以上の不足となっており、他県からの
新規参入医療機関と地元医師会が厳しく抵抗
している現状が報告された。猪口常任理事は、

「病床機能の過不足という以前に、東京都の
場合は医療従事者、特に看護師が足りないと
いう意見が強くなっている。特定機能病院が
多い都心部は約９千床の過剰で、周辺の病院
から都心部に看護師が吸収されている状況が
ある」として、東京都医師会、東京都病院協
会で「看護師不足が解消できない限りは新規
参入の医療機関に対する病床過剰分の病床配
分を止めてほしい、という要望が強くなって
いる」と報告した。猪口常任理事は、「東京
都全体を一つの医療圏として考えれば、過剰
病床の状況であるので新しい病院を造るのは
おかしい」と述べた。

•  広島県の状況を報告した大田常任理事は、「県
は県立病院など４病院を統合し、病床数を減
らす、病床稼働率87％で計算し、周辺の医療
機関から人材を吸収しないと説明されている
が、その説明通りなのかはあやしいにもかか
わらず、地元からは特に反論がなく、計画が
粛々と進んでいる」ことに懸念を示した。
これらの状況報告を受けて猪口会長は、「新
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基準病床の計算をすると全国で病床数が増え
る。我々からすると、病床がひっ迫して病床が
もっと必要だということではない。地域医療構
想の趣旨からみても増床ということにはならな
い。最終的には、厚生労働省の通知のとおり都
道府県で基準病床数を決められる。各都道府県
で医師会とも協力して病床を増やさない方向に
もっていかなければならない。いたずらに病床
ばかり増やす方向はよくない」と述べ、データ
を用いて都道府県と交渉するよう要請した。

また、猪口会長は、新基準病床の計算式を見
直す必要性を指摘し、「第８次医療計画の見直
しは３年後にある。その時に基準病床数の算定
式も見直す方向で議論を持っていかなければな
らない。現状では、現行の計算式で基準病床は
増えてしまう地域もあり、地域の実情を踏まえ
て、たとえ増えても配分しないように都道府県
に対応してもらうしかない。本日の議論の内容
については全日病ニュースなどを通して会員に
伝えたい」との考えを示した。
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３
月
度
事
業
報
告

種　　目 件　数 取扱高 前年同月比 種　　目 件　数 取扱高 前年同月比

１．融　　資 0 病院 ６．牛　　乳 1 病院 31,337 9,976

２．寝　　具 26 病院 7,014,538 7,141 ７．防　　虫 0 病院 0 0

３．白　　衣 22 病院 9,076,619 196,343 ８．保　　険 （手数料収入） 5,305 2,260

４．患 者 衣 9 病院 792,263 69,338 ９．飲　　料 （手数料収入） 5,858 △ 3,253

５．パ　　ン 0 病院 0 0 10．そ の 他 （手数料収入） 3,603 △ 955

金額単位：円

３月理事会について

日　　時　令和６年３月21日㈭
　　　　　14：30 ～ 15：00
場　　所　兵庫県医師会館　６階　第１会議室
役員総数　理事８名、監事２名
出席理事　８名（うち本人出席５名）
　　　　　（うち議決権行使書出席３名）
出席監事　０名

議　　題
１　報告事項
　⑴　２月度事業及び収支について
　　・ 事務局長より資料に基づき報告、了承さ

れた。
２　協議事項
　⑴　 第62回通常総会と今年度の決算予想につ

いて
　　・ 定款及び法人税法上から、総会は５月末

までに開催しなければならない旨を説
明。その上で、日程等のスケジュールを
説明した。

　　・ 総会開催日時は、令和６年５月16日㈭

14：00 ～ 14：20を予定し当会館６階の
第４会議室で行う旨説明し異議なく了承
された。

　　・ また総会終了後理事会を開催し、理事長、
専務理事、常務理事の選出を行う旨説明
し了承された。

　　・ 今期の決算見通し、総会の各議案等につ
いて資料に基づき説明したところ、異議
なく了承された。

　　・ 剰余金処分について、出資金に対する年
８％の配当実施を予定している旨説明
し、了承された。

　　・ 事務局職員の給与改定案について説明し、
異議なく了承された。

　　・ 事業概況案について説明したところ、異
議なく了承された。

３　その他事項
　⑴　次回役員会等の開催日時について
　　・ 定例役員会
　　　令和６年４月18日㈭　14：30 ～ 15：00
　　　医師会館６階　第１会議室



36

兵
庫
県
病
院
企
業
年
金
基
金
だ
よ
り



37

兵
庫
県
病
院
企
業
年
金
基
金
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
ht
tp
:/
/w
w
w
.h
yo
go
ke
nb
yo
in
-k
ik
in
.o
r.
jp



38

承ります！ も承っています！
会報、大学要項など
70 年以上の実績があります。

すべてまるっと、お任せください！

例えば、診察・入院・手術などの手引書を、
幅広い年代や、日本語が不慣れな方向けに

動画にも
できます

・翻訳
・イラスト作成
・ストーリー仕立てのまんが化

ご依頼ください！

e-mail : info@shichiou.co.jp

TEL：078-575-5212
FAX：078-577-8366

担当：水原まで〒653-0012  神戸市長田区二番町４丁目27 番地

病院年報・周年記念誌

印刷以外も

患者様向け小冊子

今ご覧いただいている会報誌も弊社で作成いたしました。

動画
資料のデジタル化
（冊子・図面など）ホームぺージ デジタルサイネージ 看板

○
○
病
院

ISRビル（統括本部）

Intelligent Social Reliance
アウトソーシング サポート

〒650-0026
神戸市中央区古湊通 1丁目 2番
　　　　　　　　　 （ISR ビル）

（業務案内）

TEL 0120-366-761
www.isr-group.co.jp

社会保険労務士

I S R 梨 本

働き方改革策定

労働条件・ハラスメント

労働保険事務組合
経営者会議

概算確定・労災特別加入

合同会社

ISRパーソネル

副業推進支援

人材紹介・リーダー育成

男女共同参画社会づくり協定グループ（兵庫県）

ISR e-Sports

シニア躍動・企業健康経営

株式会社

アイ・エス・アール

データセンター ISR

レセプト管理・情報デザイン

ISRサテライトオフィス

リモートワーク・ウェブ会議

信頼・向上 そして社会貢献
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斡
　
旋
　
及
　
び
　
取
　
扱
　
い

基 準 寝 具 及 び
白 衣 ・ 患 者 衣 の 賃 貸 ○ ワタキューセイモア㈱

牛 乳 ○ ㈱共進舎牧農園
ねずみ・衛生害虫防除 ○ アペックス㈱

自動販売機による飲料
○ ㈱チェリオ Co.、アサヒカルピスビバレッジサービス㈱
　  関西コーヒー㈱、㈱アペックス西日本、
　 関西キリンビバレッジサービス㈱

保 険 代 理 店

○  損害保険ジャパン代理店
　（組合募集代理店…㈱インシュアランスサービス・㈱ A・I・P）
　  兵庫県民間病院協会の会員病院、従業員を対象とした自動車保険・火

災保険等の取扱い

○  アフラック生命保険株式会社
　（組合募集代理店…㈱エイフ）
　  組合員病院、従業員を対象とした集団扱い商品（がん保険）の取扱い

自 動 車 リ ー ス ○ ㈱イチネン

家庭常備薬、サプリメント
（対象：組合員病院の全職員）

○㈱諒和（旧 大日商事㈱）
　 組合員病院の職員の福利厚生及びその家族の疾病予防、健康増進の一

助として、年２回斡旋実施

紳士服、レディース用品
（対象：組合員病院の全職員）

○㈱青山商事と提携
　 「洋服の青山」で買い物時、「AOYAMA タイアップカード」（入会無料）

の提示により、通年、10％の割引（割引セールの場合は割引後の価格
から）が受けられる。（福利厚生の一助として）

引 越
（対象： 組合員病院及び組合

員病院の全職員）

○㈱サカイ引越センターと提携
　 「特別割引専用ダイヤル」（TEL 0120-56-1141）で申込むと、特別優待

割引（引越基本料金の 20％以上割引。但し３月 15 日～４月 15 日は除く）
が受けられる。（福利厚生の一助として）

※ 上記以外にも、オゾン方式グリーストラップ改善装置、転倒リスク軽減離床センサー、多言語映像通訳等の
病院関連商品をはじめ、病院運営に役立つ物品・機器の紹介や斡旋をおこなっています。

※ また、院内業務改善やコスト削減、患者様へのサービス向上、職員の満足度向上等をお考えの組合員病院様に、
実現へのお手伝いができるよう、組合から適切な事業者・事業をご紹介し、ご提案などをさせていただきます。
お気軽にお問合せ下さい。

業務案内

　　兵庫県病院協同組合（設立昭和 37 年）

　加  入  病  院　　１２３病院
　主な取引銀行　　商工中金、みなと、日新信金他
　理　 事　 長　　西　　　　　昂（医療法人康雄会　西病院理事長）
　専  務  理  事　　鄭　　　正　秀（神戸博愛病院院長）
　常  務  理  事　　森　村　安　史（医療法人樹光会　大村病院理事長）
　事  務  局  長　　谷　水　直　人

　・�協同組合には 10 万円の出資金のみ拠出いただければご加入できます。ご加入後は年会費など頂戴するこ
とはありません。

　・取扱い業務並びに組合加入�その他詳細は協同組合事務局へお問い合わせください。

協同組合事務局・ＴＥＬ�（078）�230 − 2525　
ＦＡＸ�（078）�230 − 2526　
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